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おしらせおしらせ
7月 日（金）11 東部地区会員懇談会

場　所 ： ホテルグランミラージュ ２階 天翔の間
16:00～17:30

17:40～19:00

「『組織』と『従業員』を守るカスハラ対策 」

魚津市吉島１－１－２０
電話(0765)24-4411（ ）

懇親会

懇親会 ：
講　師　株式会社マネジメントサポート
テーマ

代表取締役　古谷　治子　氏

事　業　予　定

2025年 10月16日～12月15日 詳しくはホームページ（https://www.toyama-keikyo.jp/）
「講座・セミナー案内」をご覧ください。 ＝オンライン併用開催ＯＬ

開　催　日 時　間 事　　　　　業　　　　　名 委員会名 場　　　　所

会

　
　
　
　
　

議

11月  7日（金） 16:00～19:00 東部地区会員懇談会　　上記おしらせ参照 ホテルグランミラージュ
11月14日（金） 14:00～17:40 経営企画・ＩＴ委員会「定例委員会」 経営企画･ＩＴ 富山地方鉄道㈱
11月17日（月） 13:30～15:00 教育委員会「幹事会」 教　　育 タワー111ビル2階研修室
11月17日（月） 15:00～16:30 人事・労務政策委員会「幹事会」 人事･労務政策 タワー111ビル2階会議室2
11月18日（火） 16:00～17:00 品質管理委員会「幹事会」 品質管理 タワー111ビル2階会議室2
11月26日（水） 16:00～17:00 環境委員会「幹事会」 環　　境 タワー111ビル2階研修室

12月  5日（金） 14:00～17:45 品質管理委員会
「定例委員会・講演会・グループディスカッション」品質管理

富山経協・研修室
タワー111ビル 3階スカイホール

12月  9日（火） 14:00～17:00 教育委員会「定例委員会」 教　　育 富山経協・研修室
12月  9日（火） 16:30～17:30 総務交流委員会「定例委員会」 総務交流 富山電気ビル
12月11日（木） 15:00～17:10 環境委員会「事例発表会・定例委員会」 環　　境 富山経協・研修室
12月12日（金） 15:00～17:30 人事・労務政策委員会「定例委員会」 人事･労務政策 富山経協・研修室

流
交
員
会
11月13日（木） 18:30～  　　 会員交流ボウリング大会 総務交流 富山地鉄ゴールデンボウル

見 

学 

会

10月20日（月）～ 21日（火） 環境委員会「県外企業見学研修会」 環　　境 パナソニック㈱草津工場
北陸電力㈱敦賀火力発電所

10月27日（月） 13:00～17:30 総務交流委員会「施設見学会」 総務交流 有峰ダム

講
　  

座
　
・
　
セ
　
ミ
　
ナ
　

10月16日（木）・30日（木）
11月  6日（木）・27日（木） 9:00～17:00 実践しながら学ぶ統計的手法活用講座 品質管理 富山経協・研修室

タワー111ビル2階会議室1
10月21日（火）・22日（水） 9:30～16:30 管理職中級ステップアップコース 教　　育 富山経協・研修室
10月23日（木） 9:30～16:30 改善力セミナー・基礎編 教　　育 富山経協・研修室
10月23日（木） 9:30～16:30 ヒューマンエラー未然防止セミナー【追加開催】 品質管理 タワー111ビル4階ギャラリー
10月24日（金） 9:30～16:30 ものづくり女性社員のための改善力向上セミナー 品質管理 富山経協・研修室
10月28日（火）
11月11日（火）・25日（火）
12月  9日（火）

9:30～17:00 品質・生産性向上のための課題解決支援研修 品質管理 現場実習先企業
富山経協・研修室

10月29日（水）
11月12日（水）・26日（水）13:30～16:00 労務管理実務講座 人事･労務政策 富山経協・研修室

11月  4日（火）・   5日（水） 9:30～16:30 ISO9001内部監査員養成講座 品質管理 富山経協・研修室
11月18日（火） 9:30～17:00 若手社員実践コース【Ａ日程】 教　　育 富山経協・研修室
11月19日（水） 9:30～17:00 若手社員実践コース【Ｂ日程】 教　　育 富山経協・研修室
11月20日（木） 13:30～16:00 労働法実務講座<第３回> 人事･労務政策 富山経協・研修室
11月21日（金） 9:30～16:30 変化点管理の考え方・進め方セミナー 品質管理 富山経協・研修室
12月  2日（火） 13:00～17:00 タイムマネジメント研修 教　　育 富山経協・研修室
12月  4日（木） 9:30～16:30 ５Ｓと目で見る管理実践セミナー 品質管理 富山経協・研修室
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富山地区会員懇談会

 講演要旨

Ⅰ　前提（外部環境の変化）
　企業を取り巻く環境、すなわち
ヒト＝労働市場、モノ＝商品市
場、カネ＝資本市場の３つの市場
が今、急激に変化している。
１．商品市場の変化
　①「ソフト化」が進み、第３次産
業の比率が圧倒的に高まってきて
いる。ハード設備への投資より
も、ソフト力といわれるクリエイ

ティビティ、ホスピタリティなど
のサービス力を高めることが重要
になってきている。
　②「短サイクル化」。一度つくっ
た商品が選ばれ続けるサイクルが
短くなり、新たなニーズに応えら
れる商品・サービスを短サイクル
で生み出していく運動神経のよさ
が企業経営には求められている。

２．労働市場の変化
　①「流動化」しており、最近は転
職が当たり前になっている。
　②「オープン化」といって、従業
員が自社の組織や働き方や給与な
どについて匿名で書き込みできる
サイトが、今はたくさんある。自
社の内情が評価される時代になっ
ている。オープン情報の中で労働
市場が判断されてしまう。

　９月12日（金）16時から、ホテルグランテラス富
山で203名（会場155名、オンライン48名）が参加して、
富山地区会員懇談会を開催した。
　第１部の講演会は富山県との共催による企業トッ
プセミナーで、はじめに今井理事・商工労働部次長
より挨拶の後、㈱リンクアンドモチベーション グ
ロースリージョン部門長 事業責任者の田中允樹氏
が「人的資本経営には何が大切なのか？～エンゲー
ジメントによる組織の活性化と人材確保に向けて
～」と題して講演を行った。（講演要旨は以下）
　第２部の懇親会では、水谷副会長が、第１部の講
演内容を踏まえ「寿司といえば富山というフレーズ
が最近よく言われるようになってきた。私の会社も
ライフラインと言えば北陸電気工事という風にア
ピールしているが、個々の従業員が自分の仕事をど
うアピールしてどう満足できるかということはまだ
まだできていなく、従業員が自分の仕事が会社のた
めになっていることをＳＮＳなどで発信できること
が、仕事の満足や長く会社で活躍できることにつな
がるのではないか」と開会の挨拶をした。
　来賓を代表して新田知事より「富山県と富山県経
営者協会では、官民が連携して女性が働きやすい職
場環境づくりを推進するためのプラットフォーム

『女性の活躍促進官民連携会議』を設立している。経
営者の皆様には女性の働きやすい環境づくりにご協

人的資本経営には何が大切なのか？
〜エンゲージメントによる組織の活性化と人材確保に向けて〜

株式会社リンクアンドモチベーション
グロースリージョン部門長 事業責任者 田中　允樹　氏

力をお願いしたい」と挨拶があった。
　続いて山下会長が「適切な価格転嫁の推進に向け
て、県と金融機関で『価格転嫁推進サポーター』制度
が新たに創設された。健全な事業になるには適切な
価格転嫁がしっかりと行われた産業構造になってい
かなければならない」と述べて乾杯の発声をした。
　和やかな歓談が続く中、中締めとして清澤副会長
から「自分のやりがいを感じるには、自分の裁量を
広げることだと思っており、そのために私の会社で
は47年間ＱＣサークルの取り組みを行っている」と
挨拶して一丁締めを行い、散会した。

水谷副会長 新田知事 山下会長 清澤副会長



理事会

　③「多様化」。働く目的が、ポス
トやカネを得るところから、生き
がいや働きがいに、つまり金銭報
酬から感情報酬へと変化してきて
いる。人材の求心力を高めるため
の対応に変化する必要がある。
３．資本市場の変化
　投資対象が、有形資産から無形
資産へと加速して移行している。
重ねて、2021年、2023年から、証
券取引所や政府からも、上場企業
を中心に人的資本情報を含む非財
務情報の開示が義務化された。資
本市場の中でも、ヒトなどソフト
を中心とした「無形資産」が注目さ
れているので、「労働市場」に向き
合う必然性は歴然としている。
　以上、ヒト、モノ、カネが３つ
並列で並ぶ時代ではなく、商品市
場でも資本市場についても、労働
市場へ適応していかないと企業価
値の向上はできない。組織を重要
な「投資」対象と捉えて労働市場適
応をしていくことは、まさに「人
的資本経営」だ。

Ⅱ　労働市場適応に対する
　　　　現状と今後
　「働き方改革」が当たり前とな
り、働きやすさについては一定の
成果が見られるが、働きがいは右
肩下がりという分析結果がある。
今後は「働きがい」も含めた改革が
必要になる。
　今、優秀な人材や専門人材を確
保する難易度が上がっている上、
獲得単価も高騰している。そこで
企業は従業員の定着に目を向ける
が、報酬を上げるなどの施策を
打ったとしてもその場しのぎにし
かならず、多くの企業が悩んでい

る。これを乗り越えるためのポイ
ントは３つある。

Ⅲ　対応すべき３つのポイント
１．「組織のモノサシ」を用いて現
　状を定量的・客観的に理解する
　商品市場適応にはＰＬ、資本市
場適応にはＥＰＳといったモノサ
シがあるが、労働市場適応にはな
い。まずは、人的資本経営をはか
る「組織のモノサシ」を用いて、現
状を定量的・客観的に理解するこ
とが必要になる。
　「従業員エンゲージメント」を高
めるには、①「不満理由の解消」と、
②「貢献理由の創造」の２つの側面
がある。①は待遇や設備など働く
環境の衛生要因で、働きやすさに
は影響しやすいが、働きがいには
ヒットしづらく、給与を上げて満
足してもどんどん求めたくなる。
②が動機づけ要因と呼ばれ、意欲
や働きがいにつながり、私どもか
らも提唱しているところになる。
　従業員エンゲージメントの向上
は離職を食い止め、企業成長を実
現するカギとなる。働きがいのノ
イズを除去し、人的資本経営にお
いては定量的なモノサシ、特に従
業員エンゲージメントに関するモ
ノサシを使って、不満因子の部分
ではなく、貢献欲求を引き出し、
働きがいにヒットしてくるような
モノサシを活用することが１つ目
のポイントだ。
２．「期待」を把握する
　２つ目のポイントは、従業員の
満足ではなく、「期待」を把握し、
課題に優先順位をつけることだ。
　従業員エンゲージメントを構成
するのは４つのＰ。① Philosophy

（理念、方針）、② Profession（活
動、成長）、③ People（人や風土）
④ Privilege（制度や待遇）のどれ
かに魅力を感じて人は企業を選ぶ
し、組織を離れる理由もこのどれ
かに不満を感じて離れる。４つの
Ｐすべてを満たす必要はなく、何
を軸に従業員を束ねるか。
　人的資本経営のエンゲージメン
トを高めていく上では、この４つ
の中で何を満たして何を満たさな
いかを戦略的に考えること（戦略
的人事）が成功のカギになる。
３．従業員エンゲージメントの
　　状態に合わせた打ち手の設計
　エンゲージメントが低いときは
何をやってもうまくいかず、エン
ゲージメントが高いと施策が実行
される。組織状態を把握して労働
市場適応をする前に、自社のマー
ケティングをして、状態に合わせ
た施策を決めることが重要だ。例
えば、エンゲージメントの状態が
低い組織にはまず信頼を醸成する
ところからスタートし、その土台
ができたら課題に取り組んでも
らって基準を上げていく。

Ⅳ　まとめ
　企業を取り巻く環境の変化に対
して「労働市場への適応」が最重要
で、働きがいを高めて人材を確保
するためには、その場しのぎの対
応では解決は難しい。対応のポイ
ントは、①「組織のモノサシ」を
使って現状を理解し、②４つのＰ
をベースにしながら従業員の「期
待」を把握して課題に優先順位を
つけ、③従業員エンゲージメント
の状態に合わせた打ち手を設計す
ることになる。

　９月12日（金）15時30分から、ホテルグランテラ
ス富山４階 祥雲で、山下会長はじめ理事12名中８
名、監事４名中４名が出席して、理事会を開催した。

　山下会長が議長となり、報告事項として①富山経
協2025年度４～８月実績、②下期のスケジュールに
ついて説明があり、15時50分に終了した。



出典：とやま統計ワールド「毎月勤労統計調査 地方調査月報」https://www.pref.toyama.jp/sections/1015/index2.html

労働時間の動き

■労働市場指標の推移 

出典：富山労働局「労働市場月報」https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/jirei_toukei/shokugyou_shoukai/toukei.html

■賃金・労働時間の動き（調査産業計、事業所規模：５人以上）    
賃金の動き
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注）2024年12月以前の有効求人倍率の数値は新季節指数により改定されています。
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　当協会が主催する「新入社員フォロ

ーアップ研修」の参加者63名を対象に、

入社半年での意識を調査した。

（調査日：2025年９月17日、18日）

問１．入社から半年間経って、自身の成長度合を自己
　　採点してください。（6段階)

問２．自身の成長度合は、具体的にどの部分が「成長
　　した・身に付いた」と考えていますか （複数回答) 

問３．自身の成長について「成長の要因」はどのよう
　　なことだと考えていますか （複数回答) 

問４．今後、取り組む課題、スキルアップしたい内容
　　は、どのようなことですか （複数回答)

問５．現在、「不安に思っていること」があるとすれ
　　ば、どのようなことですか （複数回答)
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出典：とやま統計ワールド「毎月勤労統計調査 地方調査月報」https://www.pref.toyama.jp/sections/1015/index2.html

労働時間の動き

■労働市場指標の推移 

出典：富山労働局「労働市場月報」https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/jirei_toukei/shokugyou_shoukai/toukei.html

■賃金・労働時間の動き（調査産業計、事業所規模：５人以上）    
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注）2024年12月以前の有効求人倍率の数値は新季節指数により改定されています。
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　当協会が主催する「新入社員フォロ

ーアップ研修」の参加者63名を対象に、

入社半年での意識を調査した。

（調査日：2025年９月17日、18日）

問１．入社から半年間経って、自身の成長度合を自己
　　採点してください。（6段階)

問２．自身の成長度合は、具体的にどの部分が「成長
　　した・身に付いた」と考えていますか （複数回答) 

問３．自身の成長について「成長の要因」はどのよう
　　なことだと考えていますか （複数回答) 

問４．今後、取り組む課題、スキルアップしたい内容
　　は、どのようなことですか （複数回答)

問５．現在、「不安に思っていること」があるとすれ
　　ば、どのようなことですか （複数回答)
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1990年の設立以来、システム開
発やＩＴコンサルティングを手が
けていらっしゃいます。これまで
の歩みをお伺いします。
　エンジニアを志し、大学卒業後
は化学プラントの建設や設計に携
わっていましたが、両親の事情も
あり富山へＵターンしました。コ
ンピューターは使ったことがな
かったのですが、採用面接でコン
ピューターの仕事に向いていると
言われて、北陸通信工業㈱（現・

㈱ほくつう）でプログラミングや
設計を本格的に始めました。その
後、他業種に転職しましたが、技
術者として仕事をしたいと起業し
ました。
　当初は元の会社の下請や、お客
様から紹介いただいた仕事などで
した。専門学校の講師を引き受け
たところ、その講師仲間の仕事を
手伝うようになり、東京や大阪の
大手システム会社との取り引きが
始まり、上場企業のシステム開発

にも携わるようになりました。
自社のパッケージソフトも商品化
されています。
　創業間もない頃、お米屋さんの
古い販売管理システムをオフコン
からパソコンに移行する仕事を請
け負いました。請求書発行機能な
ども提案して、お客様がより使い
やすいシステムにして導入しまし
た。今ではその時のシステムをベ
ースに、アフターサポートもセッ
トにした「販

は ん ぞ う

増」というパッケージ
で、他業種にも展開しています。
　他にも、他社の事業再編や後継
者不在などで、自動車整備業シス
テムやスーパーマーケット向けシ
ステムをお客様ごと引き継ぎまし
た。知らない業界のシステムで大
変でしたが、新たな機能を付けた
り、不要なものをカットしたりし
てシンプルに使いやすくした結
果、汎用ソフトとなりました。
　グループウェアの「m

ミ エ ル カ

ielca」は、
お客様からスケジュール管理や、
顧客管理を使いやすいものにして
ほしいと相談を受けて開発したシ
ステムで、事業全体の見える化や、
社員間の情報共有を支援します。
　こうして、下請中心から徐々に
エンドユーザー主体に切り替わっ
てきました。

－誠実な仕事の積み重ね－
経営理念に「すべてのお客様が幸
せになるサービスの追求」を掲げ
ていらっしゃいます。
　創業当初から「依頼通りにプロ
グラムを作る」だけでなく、お客
様に寄り添い、悩みを聞き、どん
な課題があるのか、何が本当に必
要なのかを一緒に考えながら、誠
実に仕事に向き合ってきました。
　システムは納入して終わりでは
なく、そこからが本当のお付き合

お客様の幸せを追求
サポートを強みに成長

株式会社アルゴ
代表取締役

牧 野  健 一　氏



いの始まりです。導入が不要だと
判断すれば、そのことも率直にお
伝えしてきました。
　「シンプル・イズ・ベスト」を心
がけ、お客様にとって本当に役立
つシステムを提供し、お客様の支
えとなることが役務だと思ってい
ます。
営業活動はどのように？
　当社には営業専任はいません。
無理な受注をするとトラブルにな
ることが多いので、技術が分かる
社員しかお客様とお金の話をしま
せん。お客様のヒアリングから導
入支援までを技術者が行うのが当
社のスタイルです。
　また、パッケージソフトは10年
以上前からサブスクリプション型
を取り入れています。費用回収に
は数年かかりますが、多くのお客
様に長年使っていただいていま
す。月額費用にはサポート料も入
っていて、２ヵ月に一度は訪問し、
ＯＳの変更にも対応しています。

－広い視野の社員を育成－
人材育成はどうされていますか。
　プログラマーの育成はウェブ研
修などを活用し、必ず先輩社員が
１人ついてフォローしながら４ヵ
月程度かけます。あとは仕事をし
ながら覚えてもらいますが、当社
の一番の商品はサポートですの
で、お客様との打ち合わせに出向

く先輩にできるだけ同行させて、
少しずつ自信がつくようにしてい
ます。
　自分の仕事だけでなく、社内で
どのようなプロジェクトが進んで
いるのかにも関心を持ち、常に広
い視野で仕事に取り組んでほしい
と言っています。ただ、情報共有
が十分に行き届いていない点は、
現在の課題です。
　新たな取り組みとして、今年度
から日報に自己評価欄を設け、社
員は毎日自分の活動を点数で評価
し、上司もそれを確認して評価す
る仕組みを実施しています。
女性社員は34人中14人と三分の
１を超えていらっしゃいます。
　当初から、仕事内容も給与も男
女の区別はありません。
　時短勤務はいつでも選べるよう
になっています。多くの会社では
子どもが３歳になるまでの制度で
すが、小学校に上がる頃も大変で
すし、当社では高校生のお子さん
を持つ社員で時短勤務をしている
方もいます。
　また、当社では、12年前に県西
部の女性を中途採用した時からテ
レワークを導入しています。県外
でテレワークをしている女性社員
も意欲的に仕事に取り組み、今で
は管理職として活躍しています。
今後の目標をお聞かせください。
　社員それぞれが独り立ちできる

存在になってほしいと考えていま
す。社名に込めたギリシャ神話の

「アルゴ船」に集った英雄たちのよ
うに、一人ひとりが自らの力を発
揮する英雄となり、多様な力が集
まる会社を目指しています。その
ために「お客様の業務を理解しな
さい」、「外に出たらキョロキョロ
しなさい」と言っています。例え
ば飲食店に行った場合は、注文用
のタブレットやレジの仕組みを見
て、「自分ならどう構築するか」を
考えるなど、与えられた仕事以外
にもいろいろなことに興味を持っ
てもらいたいです。「やりたいこ
とがあったら提案しなさい。起業
するなら経理、採用の仕方、何で
も教える」と言っているのですが、
まだそんな申し出はありません。
　若い幹部も社員の底上げが必要
と感じているようで、中期経営計
画で人材育成の構想を立ててくれ
ました。ＡＩがプログラムを作れ
る時代だからこそ、お客様に寄り
添い、一緒に解決策を考えられる
人しか生き残れないと考えていま
す。
座右の銘を教えてください。
　最近は「足るを知る」を意識して
います。また、常に「誠実・素直・
思いやり」という言葉を大切にし
ています。

1959年４月富山市（旧大沢野町）
生まれ。1982年東京都立大学工
学部卒後、日揮㈱（現・日揮ホー
ルディングス㈱）入社。1985年
Ｕターンして、北陸通信工業
㈱（現・ほくつう）などを経て、
1990年㈲アルゴを設立、代表取
締役に就任。

略 　歴

株式会社 アルゴ

会 社 概 要

創 業：1990（平成２）年７月
所 在 地：富山市天正寺1083

　カワカミビル
資 本 金：1,000万円
事業内容：ビジネスコンサルティング、

システム開発（設計・製造）、
運用支援

従業員数：34名（2025年８月現在）
売 上 高：約４億円（2025年６月期）
事 業 所：高岡オフィス、関西支店
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.argo-inc.co.jp



講演
要旨

　先の通常国会で可決成立して施
行待ちの改正法の内容（Ⅰ）と、現
在まさに審議中の法令改正の動き
（Ⅱ）について説明する。

Ⅰ  可決・成立した改正法
１．女性活躍推進法
　10年前に施行された時限立法で
10年間の延長が決まった。見直し
の大きなポイントは、女性の活躍
に関する情報公表の充実で、「男女
間賃金差異の公表」義務が301人以
上の会社から、101人以上の会社に
まで拡大し、新たに「女性管理職比
率の公表」が101人以上の会社に義
務づけられる。
　この２つの必須項目が加わるこ
とにより、101人以上301人以下の
会社は１項目以上を追加して計３
項目（現行は１項目）以上の公表、
301人以上の会社は計４項目（現行
は３項目）以上の公表が求められる
〈2026年４月１日施行〉。
２．労働施策総合推進法
　「カスタマーハラスメント対策
の強化」と「就活等セクハラ対策の
強化」が大きなポイントになって
いる。施行日は政令で決まるが、
2027年10月が想定される。
（１）カスタマーハラスメント対策
　カスタマーハラスメントは、①
顧客、取引先、施設利用者その他
利害関係者による、②社会通念上
相当な範囲を超えた言動、③労働
者の就業環境が害されること、こ
の３つ全てを満たすものと法律で
定義する。このうち②については
言動の内容と手段・態様の２つの

ファクターで総合判断することに
なっているが、判断が難しい。
　事業主が講じなければいけない
措置義務としては、①カスハラに
対する対応方針を明確にして周知
啓発、②カスハラを受けた社員か
らの相談に適切に対応、③職場に
おけるカスハラ事後に迅速かつ適
切な対応をする、④プライバシー
への配慮という内容で、基本的に
はパワハラ等の措置義務と同じ。
　カスハラ対策は、消費者と直接
取引がある会社では進んでいる
が、Ｂ toＢであっても取引先から
カスハラがある場合もあるので、
全ての会社が対象となる。
（２）治療と仕事の両立支援対策
　2026年４月１日施行の努力義務
だが、疾病を理由に退職した人の
４人に１人は最初の治療が始まる
前に退職しているので、各社で取
り組まれている両立支援の内容を
周知することが重要だ。厚労省が
作る両立支援ガイドラインを参考
にされるとよい。
３．労働安全衛生法
（１）個人事業者等に対する
　　安全衛生対策
　労働者を保護する法だが、法の
保護対象や義務主体として「個人
事業者等」を定義した。
　建設業、造船業、製造業は既
に製造現場などで発生する混在作
業に関して連絡調整義務が課され
ているが、業種（仕事）を超えて荷
さばき場などへ出入りする運送業
者などへの対応も義務づけられる
〈2026年４月１日施行〉。その他の

業種でも、混在作業が行われる場
所を管理する事業者に、作業間の
連絡調整等の必要措置が義務づけ
られる〈2027年４月１日施行〉。
　労働者の死傷病報告に類する形
で、個人事業者等の業務上災害の
報告制度が創設される〈2027年１月
１日施行〉。報告対象は休業４日以
上の重篤なものに限られ、報告義
務者は直近上位の特定注文者とな
るが、荷さばき場などでは発注運
送業者はいないため、災害発生場
所管理事業者が監督署に報告する
ことになる。
（２）ストレスチェック
　ストレスチェックは現在、50人
未満の事業所には義務でないが、
恐らく2028年４月１日から義務に
なる。施行日は今後政令で決まる。
（３）化学物質の危険性・有害性
　　情報の通知制度
　化学物質管理の大きな見直しが
行われた。今までは特定の物質に
ついて局所排気装置を設置すれば
法令遵守となっていたが、セーフ
ティデータシート（化学物質の成分
や危険性を書いた資料）を基にリス
クアセスメントをし、必要対策を
取る仕組みに変わった。
　この新制度の下で重要なのが危
険性・有害性情報の流通で、通知
義務違反には罰則を設け、必須通
知事項が増える。施行は今のとこ
ろ2030年４月１日の予定。
（４）高年齢者の労災防止努力義務
　高年齢者の労災防止が努力義務
となる〈2026年４月１日施行〉。年
齢別の労災発生状況は、50歳を超

労働法制の改正の動向

一般社団法人日本経済団体連合会
労働法制本部長 鈴木　重也　氏



えるとぐんと上がる。これは全産
業に共通し、なおかつ高齢になる
ほど休業期間が長くなる。厚労省
が2020年に公表した「エイジフレン
ドリーガイドライン」を参考に取り
組んでいただければと思う。

Ⅱ  審議中の法令改正の動き
１．労働基準法の見直し
　2018年施行の働き方改革関連法
は、施行５年経過で見直しを検討
することになっている。現在、労
働政策審議会で議論がされている
が、規制強化の内容が多い。
（１）14日以上連続勤務の禁止
　「13日を超える連続勤務をさせて
はならない」旨を労基法に盛り込
むことが考えられている。しかし、
トラブル発生時などの際には13日
を超えざるを得ないケースもあり、
私どもは実態を十分踏まえてほし
いと言っている。
（２）法定休日の特定
　現在は法律で週１回休日確保と
なっているが、これを、あらかじ
め特定した法定休日で確保するこ
とにルール変更する。ワーク・ラ
イフ・バランスの観点からも良い
ので、問題なく措置されるだろう。
（３）勤務間インターバル制度
　終業から翌日の始業まで一定時
間置く仕組み。2018年当時、使用
者側は上限規制と同時の義務化は
影響が大きいと反対し、労働時間
設定改善法で努力義務となってい
る。ＥＵではこのインターバルを
11時間置くことが義務化され、連
合も原則11時間のインターバル義
務化を主張している。経団連では、
様々に11時間を確保できないケー
スがあり、柔軟な仕組みを考えな
いといけないと主張している。イ
ンターバルを確保できなかった時
は翌月に代休を取るなど緩やかに

運用している企業が多くあり、そ
ういう実態に合った仕組みにして
ほしいと強く言っている。
（４）副業・兼業の割増賃金算定
　割増賃金算定の時に本業と副業
先の時間が通算されるが、私ども
は、残業は会社側が命じたことの
対価として割増賃金を払うのが趣
旨であり、副業は本人が自主的に
行っているので、労働時間の通算
は趣旨が違うと主張している。
（５）フレックスタイム制
　テレワークの日と通常労働日が
月の中で混在する場合、フレック
スタイム制は活用できない。柔軟
な働き方は効率的な運用につなが
るという声もあり、私どもは規制
改革要望を出している。
（６）過半数代表者の選出手続き
　過半数代表者を選出するときの
手続が強まる方向で議論がされて
いる。例えば労使協定に盛り込みた
い内容を、代表選出をする前に会
社側が示すことなどが検討されて
いる。しかし、代表者選出の際に
はまだ内容が決まっておらず、労
使で話し合って決めたいという場
合もあるだろうから、我々は過度
な規制強化には懸念を示している。
２．同一労働・同一賃金法制
　省令改正とガイドラインの見直
しが想定される。
　省令改正については、パート・
有期雇用労働者が正社員との処遇
の違いについて説明を求めた際、
会社は説明する義務がある（パート
有期法14条２項）。このことを、採
用あるいは更新のタイミングで、
説明を受ける権利があるという労
働条件を明示すること（プッシュ型
周知）が項目に追加される方向で
議論されている。
　ガイドラインの見直しでは、①
転居を伴う配置転換での住宅手当

と、②夏期・冬期休暇については、
正社員と同一にするよう記載する
方向での議論がされている。③福
利厚生も、現在は診療所や保育所、
保養施設といったものは、派遣社
員は派遣先の配慮義務となってい
て、パート・有期の方も同じ扱い
の方向での議論が進んでいる。
３．労災保険制度
　７月30日に中間報告が発表され、
遺族（補償）年金について、夫と妻
で支給要件が違っている差違を解
消することなどが盛り込まれた。
　メリット制は、企業規模100人以
上の一定条件の会社は、過去３年
間の労災発生状況・給付額に応じ
て、４年目の保険料が最大４割安
く、あるいは４割高く払う仕組み
である。労働側は、労災隠しを助
長するのでメリット性をなくせと
主張しているが、企業側としては
一定の労災防止効果があるので、
制度を維持していきたい。
４．一般健康診断の検査項目
　来年、「一般健康診断問診票」に
女性特有の健康課題（月経困難症、
月経前症候群、更年期障害）につい
ての質問項目が追加され、必要な
人には検診機関から情報提供と、
受診が促される。
５．熱中症対策の強化
　６月に熱中症対策の規制が強化
された。熱中症を生ずるおそれの
ある作業を行う際に、あらかじめ
報告体制を定めて関係作業者に周
知し、症状悪化を防止するための
措置内容や手順を定めて周知する
ことが義務になった。
　厚労省は今後、もう一段の規制
強化を検討しているようである。
私どもとしては、措置義務化の効
果や、企業の対応実態を見極めて
検討してほしいと言っている。

８月 28日　人事・労務政策委員会（関連記事 15 頁掲載）
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「人事・労務出前相談室」のご案内　＜初回無料＞

　

会員企業の皆さまを対象とした、人事・労務に関する出前相談を、初回無料でお受けいたします。

■ 担　　当　社会保険労務士 島崎裕美子 氏（島崎裕美子社会保険労務士事務所）
■ 実施場所　会員企業事務所　※富山経協事務所内でのご相談をご希望の方は申し出て下さい。
■ 相談時間　１時間30分以内
■ 料　　金　初回無料
■ 申込方法　①当協会ホームページトップページ「お知らせ」に掲載の「相談申込書」をダウンロード後、
                     相談内容を記載頂き、ＦＡＸまたはＥメール（roumu-soudan@toyama-keikyo.jp）で
　　　　　　　お申し込み下さい。
　　　　　　 ②希望相談日については、「申込日」の1カ月後から日付でお願いします。また、第三希望ま
　　　　　　　でご記入下さい。
■ お問合せ先　 （一社）富山県経営者協会 （上田・小森）　TEL．076-441-9588

富山県賃上げサポート補助金の概要富山県の最低賃金　　　［効力発生日 ： 2025年10月１２日］

業務改善助成金の概要

人事労務管理 INFORMATION

２．対象となる設備投資など

１．対象事業者

１．補助対象者

最低賃金が設定された1972年以降、過去最大の引き上げ額で、
1,000円を超えるのは初めてです。

　年齢や雇用形態などにかかわらず、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

　業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き上げ、生産性向上に
資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

　物価高騰等の影響が続く中、県内中小企業等が継続的に賃上げを実施するためには、適正な価格転嫁のもと、
ＤＸや省エネ、人への投資等による生産性向上が必要不可欠です。　
　「富山県賃上げサポート補助金」は、国の業務改善助成金への上乗せ補助により、県内事業者の生産性向
上・賃上げの取組みを支援します。

富山労働局に
申請書、事業実
施計画を提出

交付決定後、
計画に沿って
事業実施

富山労働局に
事業実施結果
を報告 ※交付額確定

　 通知を受ける

■ お問い合わせ先
　 富山県商工労働部多様な人材活躍推進室人材確保推進課
　 TEL：076-444-8897　E-mail：atayonajinzai@pref.toyama.lg.jp

出典：富山県 ＜「富山県賃上げサポート補助金」のご案内＞

業務改善
助成金支給 富山県賃上げ

サポート補助金
支給

富山県に申請書、
業務改善助成金の
交付額確定通知書
を提出

　業務改善助成金の交付決定額通知を受けた事業場規模30人未満の事業者　

３．補助率・補助上限額

４．業務改善助成金・富山県賃上げサポート補助金支給までの流れ

　補助対象経費の10分の１　　（上限額：国の助成上限額の10分の１）

２．補助対象経費・期間

（１）補助対象経費
　　　業務改善助成金の対象経費支出済額

（２）補助対象期間
　　　2023年４月１日以降に富山労働局に交付申請を行い、2026年２月27日までに交付額確定通知を
　　　受けたもの

～生産性向上・賃上げの取組みを支援します～

・中小企業・小規模事業者であること（大企業と密接な関係を有する企業（みなし大企業）でないこと）
・事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満までであること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
　　　以上の要件を満たした事業者は、申請書や見積書のほかに、事業実施計画（設備投資等の計画）や
　　　賃金引上げの結果を、（工場や事務所などの労務者がいる）事業場ごとに申請いただきます。

　助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。
　また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。

機器・設備の導入

経営コンサルティング

その他

・ＰＯＳレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

・国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し

・顧客管理情報のシステム化

出典：厚生労働省＜令和７年度業務改善助成金のご案内＞
　　　　　　　　＜令和７年度業務改善助成金を一部変更します＞

■ 問い合わせ先
　　業務改善助成金コールセンター
　　TEL：0120-366-440（受付時間　平日 9:00～17:00）

経 費 区 分 　　　　　　　　　　　　　　　対   象   経   費   の   例

前年比 64 円ＵＰ 時間額 1,062 円に

業 務 改 善 助 成 金 富山県賃上げサポート補助金業

審査 審査
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2025（令和７）年度　両立支援等助成金について

人事労務管理 INFORMATION

　仕事と育児・介護等を両立できる職場環境づくりのために、以下の取組を行った中小企業事業主の皆さまを
応援する助成金です。

１ 出生時両立支援コース（子育てパパ支援助成金）

　育児休業を取得しやすい雇用環境整備などを行い、男性労働者が育児休業を取得した場合に受給できる助成
金です。

第２種は１事業主につき１回限りの支給です。
第２種申請後の第１種申請および同一年度内に第１種・第２種両方の申請はできません。
第１種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業等支援コース(育休取得時等)との併給できません。

① 第１種
男性の育休取得

１人目　20万円
2･3人目　10万円

② 第２種
男性の育休取得率の上昇等

対象労働者が子の出産後、８週以内に育休開始

育休取得率が30％以上UP＆50％達成 等 60万円

種　別 要　件 支給額

２ 介護離職防止支援コース

３ 育児休業等支援コース 円滑な育休取得・職場復帰にむけて

　労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、労働者が介護休業を取得した場合や、介護両立支援
制度を利用した場合などに受給できる助成金です。

　労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、
労働者が育児休業を取得した場合に受給できる助成金です。

支給額は、休業取得/制度利用者１人当たり。①～③それぞれ１事業主５人まで。制度利用期間に応じて増額あり。

①②とも１事業主２人まで（無期・有期１人ずつ）。

① 介護休業

②

③

介護両立支援制度

業務代替支援

（１）新規雇用

（２）手当支給等

Ｂ：制度を２つ以上導入＆対象労働者が当該制度を１つ以上利用

介護休業取得者の業務代替要員を新規雇用または派遣で受入

Ａ：介護休業取得者の業務代替者に手当を支給

Ｂ：介護短時間勤務者の業務代替者に手当を支給

対象労働者が介護休業を取得＆職場復帰

Ａ：制度を１つ導入&対象労働者が当該制度を利用

25万円

40万円

20万円

20万円

5万円

3万円

種　別 要　件 支給額

① 育休取得時

② 職場復帰時

30万円

30万円

種　別 支給額

４ 育休中等業務代替支援コース

　育児休業取得者や短時間勤務者の業務を代わりに行う労働者に手当を支給、
または代替要員を新規雇用（または派遣で受入）した場合に受給できる助成金です。

①～③全て合わせて１年度10人まで、初回から５年間支給。その他要件あり。

①

手当支給等
（短時間勤務）

手当支給等
（育児休業）

最大140万円 (A+B)
Ａ 業務体制整備費：最大20万円
Ｂ 業務代替手当　：最大120万円（手当支給総額の3/4）

うち最大30万円を先行支給！

最大128万円 (A+B)
Ａ 業務体制整備費：最大20万円
Ｂ 業務代替手当　：最大108万円（手当支給総額の3/4）

うち最大23万円を先行支給！

最大67.5万円（代替期間に応じた額を支給）
最短（７日以上14日未満） ：　9万円
最長（６ヵ月以上）　　　 ：67.5万円

②

育児休業取得者の業務代替者に
手当を支給

短時間勤務者の業務代替者に
手当を支給

新規雇用
（育児休業）③

育休取得者の業務代替要員を
新規雇用または派遣で受入

種　別 要　件 支給額

男性の育休取得促進にむけて

まわりに気兼ねなく育休を取得できるように

５ 柔軟な働き方選択制度等支援コース

　柔軟な働き方選択制度等を複数導入した上で、
対象労働者が制度を利用した場合に受給できる
助成金です。

１事業主１年度５人まで。

制度を２つ導入し、対象者が制度利用

制度を３つ以上導入し、対象者が制度利用

20万円

25万円

支給要件 支給額

６ 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

　不妊治療、月経（ＰＭＳ（月経前症候群）含む。）や
更年期といった女性の健康課題に対応するために利
用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備に取
り組むとともに、不妊治療や女性の健康課題に関する
労働者の相談に対応し、それぞれに対応する両立支
援制度を労働者が利用した場合に受給できる助成金
です。

それぞれ１事業主当たり１回限り。

不妊治療のための両立支援制度を
５日（回）利用

月経に起因する症状への対応のための
支援制度を５日（回）利用

30万円

30万円

更年期に起因する症状への対応のための
支援制度を５日（回）利用 30万円

支給要件 支給額

NEW

出典：厚生労働省・都道府県労働局 
　　　＜2025（令和７）年度両立支援等助成金のご案内（2025年4月作成ﾘｰﾌﾚｯﾄ No.8）＞
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2025（令和７）年度　両立支援等助成金について

人事労務管理 INFORMATION

　仕事と育児・介護等を両立できる職場環境づくりのために、以下の取組を行った中小企業事業主の皆さまを
応援する助成金です。

１ 出生時両立支援コース（子育てパパ支援助成金）

　育児休業を取得しやすい雇用環境整備などを行い、男性労働者が育児休業を取得した場合に受給できる助成
金です。

第２種は１事業主につき１回限りの支給です。
第２種申請後の第１種申請および同一年度内に第１種・第２種両方の申請はできません。
第１種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業等支援コース(育休取得時等)との併給できません。

① 第１種
男性の育休取得

１人目　20万円
2･3人目　10万円

② 第２種
男性の育休取得率の上昇等

対象労働者が子の出産後、８週以内に育休開始

育休取得率が30％以上UP＆50％達成 等 60万円

種　別 要　件 支給額

２ 介護離職防止支援コース

３ 育児休業等支援コース 円滑な育休取得・職場復帰にむけて

　労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、労働者が介護休業を取得した場合や、介護両立支援
制度を利用した場合などに受給できる助成金です。

　労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、
労働者が育児休業を取得した場合に受給できる助成金です。

支給額は、休業取得/制度利用者１人当たり。①～③それぞれ１事業主５人まで。制度利用期間に応じて増額あり。

①②とも１事業主２人まで（無期・有期１人ずつ）。

① 介護休業

②

③

介護両立支援制度

業務代替支援

（１）新規雇用

（２）手当支給等

Ｂ：制度を２つ以上導入＆対象労働者が当該制度を１つ以上利用

介護休業取得者の業務代替要員を新規雇用または派遣で受入

Ａ：介護休業取得者の業務代替者に手当を支給

Ｂ：介護短時間勤務者の業務代替者に手当を支給

対象労働者が介護休業を取得＆職場復帰

Ａ：制度を１つ導入&対象労働者が当該制度を利用

25万円

40万円

20万円

20万円

5万円

3万円

種　別 要　件 支給額

① 育休取得時

② 職場復帰時

30万円

30万円

種　別 支給額

４ 育休中等業務代替支援コース

　育児休業取得者や短時間勤務者の業務を代わりに行う労働者に手当を支給、
または代替要員を新規雇用（または派遣で受入）した場合に受給できる助成金です。

①～③全て合わせて１年度10人まで、初回から５年間支給。その他要件あり。

①

手当支給等
（短時間勤務）

手当支給等
（育児休業）

最大140万円 (A+B)
Ａ 業務体制整備費：最大20万円
Ｂ 業務代替手当　：最大120万円（手当支給総額の3/4）

うち最大30万円を先行支給！

最大128万円 (A+B)
Ａ 業務体制整備費：最大20万円
Ｂ 業務代替手当　：最大108万円（手当支給総額の3/4）

うち最大23万円を先行支給！

最大67.5万円（代替期間に応じた額を支給）
最短（７日以上14日未満） ：　9万円
最長（６ヵ月以上）　　　 ：67.5万円

②

育児休業取得者の業務代替者に
手当を支給

短時間勤務者の業務代替者に
手当を支給

新規雇用
（育児休業）③

育休取得者の業務代替要員を
新規雇用または派遣で受入

種　別 要　件 支給額

男性の育休取得促進にむけて

まわりに気兼ねなく育休を取得できるように

５ 柔軟な働き方選択制度等支援コース

　柔軟な働き方選択制度等を複数導入した上で、
対象労働者が制度を利用した場合に受給できる
助成金です。

１事業主１年度５人まで。

制度を２つ導入し、対象者が制度利用

制度を３つ以上導入し、対象者が制度利用

20万円

25万円

支給要件 支給額

６ 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

　不妊治療、月経（ＰＭＳ（月経前症候群）含む。）や
更年期といった女性の健康課題に対応するために利
用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備に取
り組むとともに、不妊治療や女性の健康課題に関する
労働者の相談に対応し、それぞれに対応する両立支
援制度を労働者が利用した場合に受給できる助成金
です。

それぞれ１事業主当たり１回限り。

不妊治療のための両立支援制度を
５日（回）利用

月経に起因する症状への対応のための
支援制度を５日（回）利用

30万円

30万円

更年期に起因する症状への対応のための
支援制度を５日（回）利用 30万円

支給要件 支給額

NEW

出典：厚生労働省・都道府県労働局 
　　　＜2025（令和７）年度両立支援等助成金のご案内（2025年4月作成ﾘｰﾌﾚｯﾄ No.8）＞



事業活動報告

事　　　　　業　　　　　名 委員会名 開 　 催 　 日 場　　　　所 参加人数

会
　
　
　
　
　
議

人事・労務政策委員会「講演会・定例委員会」 人事･労務政策   8月28日（木） 富山電気ビル 20名

教育委員会「定例委員会・勉強会」 教　　育   8月29日（金） 富山経協・研修室 26名

理事会   9月12日（金） ホテルグランテラス富山 12名

富山地区会員懇談会   9月12日（金） ホテルグランテラス富山（OL） 203名

環境委員会「定例委員会」 環　　境   9月19日（金） 富山経協・研修室 15名

品質管理委員会「定例委員会」 品質管理   9月26日（金） 富山経協・研修室 31名

総務交流委員会「定例委員会」 総務交流   9月29日（月） 富山電気ビル 9名

経営企画・ＩＴ委員会「セミナー・定例委員会」 経営企画 ･ ＩＴ   9月30日（火） 富山経協・研修室　　　（OL） 33名
会
員
交
流

富山経協ゴルフコンペ 総務交流   9月27日（土） 呉羽カントリークラブ 20名

講
　  

座
　
・
　
セ
　
ミ
　
ナ
　
ー

人事・労務管理セミナー（第2回） 人事 ･ 労務政策   8月19日（火） 富山経協・研修室 19名

女性社員スキルアップセミナー 教　　育   8月20日（水） 富山経協・研修室 46名

女性社員スキルアップセミナー<追加開催> 教　　育   8月21日（木） タワー 111ビル2階会議室2 18名

実践しながら学ぶ統計的手法活用講座 品質管理
  8月21日（木）
  9月  4日（木）･18日（木）
10月  2日（木）

富山経協・研修室
タワー 111ビル2階会議室1 28名

品質・生産性向上のための課題解決支援研修 品質管理
  8月26日（火）
  9月16日（火）・17日（水）
10月  7日（火）

富山経協・研修室
とやま自遊館 16名

なぜなぜ分析活用セミナー
　　<ブラッシュアップコース> 品質管理   8月28日（木） 富山経協・研修室 41名

ＩＥ手法による生産現場の改善セミナー 品質管理   9月  5日（金） 富山経協・研修室 32名

ISO14001内部監査員養成講座 環　　境   9月  9日（火）・10日（水） 富山経協・研修室 47名

労働法実務講座（第２回） 人事 ･ 労務政策   9月11日（木） 富山経協・研修室　　　（OL） 21名

新入社員フォローアップ研修【Ａ日程】 教　　育   9月17日（水） タワー 111ビル 4階ギャラリー 38名

新入社員フォローアップ研修【Ｂ日程】 教　　育   9月18日（木） タワー 111ビル 4階ギャラリー 25名

自部門戦略立案研修 教　　育   9月24日（水）・25日（木） 富山経協・研修室 14名

労務管理実務講座（第１回） 人事 ･ 労務政策 10月  1日（水） 富山経協・研修室　　　（OL） 13名

管理職基礎コース 教　　育 10月  3日（金） 富山経協・研修室 44名

職場リーダー実践コース 教　　育 10月  7日（火）・  8日（水） タワー 111ビル 4階ギャラリー 56名

（ＯＬ）＝オンライン併用開催2025年8月9日～ 10月8日

■定例委員会
　９月29日（月）、水谷委員長はじ
め９名が出席し、富山電気ビルに
て開催した。
　水谷委員長の挨拶の後、事務局
より2025年度事業の実施状況（定
例委員会、各種調査結果等）につ
いて報告があった。

　次に、2025年度今後の事業活動
計画について、事務局から説明の
後、協議を行い、審議内容にて、
現在募集中のボウリング大会や施
設見学会への参加依頼があった。
　最後に山田副委員長が閉会の挨
拶をして、終了した。

総務交流委員会

委員会活動



■定例委員会
　８月29日（金）、品川委員長はじ
め26名が出席して富山経協・研修
室で開催した。
　第１部の「定例委員会」は、品川
委員長による開会挨拶の後、幹事・
委員の交代を報告し、次に2025年
度の事業活動の中間報告及び今後
の活動について協議した。研究部
会テーマ「企業内でのキャリアデ

ザインの状況と推進」について、
河内部会長が中間報告をした。
　第２部は、（一社）中部産業連盟 
経営革新コンサルティング部主任
コンサルタントの小久保宏樹氏を
講師に「組織の多様性を活かすた
めのキャリアデザイン」と題し、
勉強会を開催した。
　次回の委員会は12月９日（火）
に、人的資本に関する先進事例と

して新東工業㈱の事例発表会と併
せて開催することを確認した。

教育委員会

■定例委員会
　８月28日（木）、大門委員長はじ
め20名が出席して、富山電気ビル
で開催した。
　第１部の「講演会」では、（一社）
日本経済団体連合会 労働法制本
部長 鈴木重也氏が「労働法制の改
正の動向」と題して講演を行った。
法改正のスケジュール、既に可決
成立した女性活躍推進法等の改正
法、現在審議中の労働基準法等の
改正の動きについて説明した。（講
演要旨は８・９頁に掲載）

　第２部の「定例委員会」は、大門
委員長の挨拶の後、事務局から、
６月の第１回委員会以降に新たに
委員になられた方を紹介し、出席
の朝日印刷㈱江幡氏が挨拶した。
続いて事務局より、12月12日の第
３回定例委員会では富山県の「企
業と従業員のウェルビーイング創
出事業」により「男性育休の取得促
進、男性の家事参画推進」につい
て、社会保険労務士の岡本氏が講
演することなど、今後の講座、部
会等の予定について説明した。委

員長より補足として、2026年度の
事業活動計画骨格（案）は、事務局
で仕分け整理をしてから策定し、
第３回定例委員会で審議する旨の
説明がなされた。

人事・労務政策委員会

委員会活動

■第130回 富山経協ゴルフコンペ
　９月27日（土）、呉羽カントリー
クラブ・日本海コースで、北陸電
気工事㈱水谷委員長をはじめ20名
の参加を得て開催した。青空の下、
水谷委員長による挨拶の後、参加
者はアウト３組・イン３組でス
タートした。
　プレー終了後の懇親会は、富山
電気ビルデイング㈱山田副委員長
の挨拶・乾杯で始まった。お互い
のショットに話が弾み、和やかな
雰囲気の中で親睦を深めた。成績
発表では、名前が呼ばれる度に歓
声が上がるなど、お互いの健闘を

称え合う姿が見られた。北日本
放送㈱島谷副委員長から「総務
交流委員会主催事業のゴルフや
ボウリングなどを通して更なる
会員交流を」と呼びかけがあり、
閉会した。
　主な成績は下記の通りで、富
山電気ビルデイング㈱の山田氏
が優勝した。

＜上位成績＞  氏 名（敬称略）　　　会社名　
　 優　勝　　山田　岩男　 富山電気ビルデイング㈱
　 準優勝　　松原　隆光　 ㈱ピア
　 ３　位　　森田　孝一　 日本海建興㈱
　 ４　位　　西川　博志　 ㈱日本空調北陸
　 ５　位　　岡崎　智洋　 第一生命保険㈱富山支社 優勝の山田氏



■定例委員会
　９月19日（金）、富山経協・研修
室において、林委員長はじめ委員
15名が出席して開催した。
　林委員長の挨拶、委員交代の報
告後、事務局より2025年度の事業
報告および今後の事業計画につい
て説明した。計画では、10月20日

（月）・21日（火）に「県外企業見学
研修会」を開催し、滋賀県のパナ
ソニック㈱「草津工場」と福井県
の北陸電力㈱「敦賀火力発電所」

を見学すること、10月30日（木）に
T-Messe2025で富山県との共催
で「サーキュラーエコノミーセミ
ナー」を実施すること、12月11日

（木）に定例委員会と合わせて富山
県機電工業会と共催で「事例発表
会」を併催すること等を報告した。
　引き続き「委員相互の情報交換」
を実施し、５人３班に分かれ「カー
ボンニュートラル・脱炭素関連」

「エネルギー関連」「サーキュラー
エコノミー・３Ｒ関連」「その他環

境関連（自社ＰＲを含む）」の４つ
のテーマについて、各社の取組状
況や事例を紹介し合い、情報交換
を行った。

環境委員会

■定例委員会
　９月26日（金）、舟木委員長はじ
め31名が参加して、富山経協・研
修室において開催した。
　第Ⅰ部の「定例委員会」では、舟
木委員長が開会挨拶を行った後、
2025年度９月までの事業活動状況
と今後の事業活動予定について報
告した。今後の予定では、10月７
日（火）・８日（水）に「県外企業見
学研修会」を開催し、兵庫県の㈱
ダイセル播磨工場と EXPO2025

大阪・関西万博を見学、12月５日
（金）は定例委員会と合わせて講演
会・グループディスカッションを
開催、2026年２月16日（月）は定例
委員会と合わせて勉強会を開催予
定であることなどを報告した。
　第Ⅱ部の「事例発表会」では、
オーアイ工業㈱「品質改善活動報
告／マチパンククレーム削減の取
組み」、㈱富山村田製作所「富山
村田製作所での品質改善活動／人
材育成の取組み紹介」の２社の事

例を発表いただき、各社の品質管
理に関する取組みについて理解を
深めた後、質疑応答を通して活発
な意見交換を行った。

品質管理委員会

■定例委員会
　９月30日（火）、定例委員会に合
わせ、富山県との共催によるセミ
ナーを、富山経協・研修室で開催
した。
　第１部のセミナーは、会場に16
名、オンラインで17名が参加して、
㈱ワーク・ライフバランスのワー
ク・ライフバランスコンサルタン
ト 山﨑純平氏が「人手不足を乗り
越える！心理的安全性で実現する
柔軟な働き方とは」と題して講演
した。人手不足という厳しい経営

環境の中で、生産性向上と社員エ
ンゲージメントを同時に高める柔
軟な働き方の実現方法を、豊富な
事例を交えながら解説した。
　第２部の定例委員会は、萩中委
員長はじめ14名が出席して開催し
た。萩中委員長の挨拶の後、事務
局より2025年度事業中間状況につ
いて報告した。次に情報交換会（活
動紹介）について説明し、最後に
次回審議事項となる第２回経営課
題調査テーマ、来期協会活動テー
マについて事前説明をした。次回

の委員会は11月14日（金）富山地方
鉄道にて情報交換会（企業活動紹
介）を併催する。

経営企画・ＩＴ委員会

委員会活動



■新入社員フォローアップ研修
　９月17日（水）のＡ日程に38名、
18日（木）のＢ日程に25名の新入社
員が参加し、タワー 111ビル４階
ギャラリーで開催した。
　本研修は2025年度入社の新入社
員を対象に、仕事に対する不安・
悩みを解消し、前向きな発想とエ
ネルギーを引き出すことをねらい
に開催した。
　初めに社会人生活の半年間を一
度立ち止まって自分の現状を振り
返り、上手くいったことや上手く
いかなかったこと、悩みごとにつ
いて、今後どうすれば仕事を上手
く進められるのか、主体的に行動

していくにはどうすればいいのか
など同じグループの受講者同士で
共有し意見交換した。受講者は悩
みを共有することで、悩んでいる
のは自分だけではないことを知っ
て、各々励まされていた。その
後、（公財）日本生産性本部 主席
経営コンサルタントの林正和講師
から、①コミュニケーションと報
告・連絡・相談の要点、②上手な
仕事の進め方、③リーダーシップ
を発揮するビジネスパーソンのあ
り方について学んだ。演習では日
常事例を用いてＰＤＣＡサイクル
による問題解決の進め方を学び、
自ら課題を整理し自立的に仕事を

進めることを学んだ。最後に、本
研修で学んだことを自社で活用す
るために「実践活用シート」を作成
し、半年後のアクションプラン（個
人目標）を策定した。受講者は演
習や意見交換を通して、仕事に対
する悩みを整理し、前向きになれ
る学びを得て、笑顔で終了した。

階層別研修

■自部門戦略立案研修
　９月24日（水）・25日（木）、14名
が参加して、富山経協・研修室で
開催した。本研修は、部長職等の
部門長、経営戦略・企画部門の方
を対象に、戦略立案に必要なスキ
ルや情報収集方法の習得、他社の
部門長との相互学習や企業文化・
価値に触れることで、新たな気づ
きを得て戦略と持論を磨くことを
ねらいとしている。
　（公財）日本生産本部主席経営コ
ンサルタントの村岡伸彦講師は、

自ら戦略を立てることで自職場の
目指す姿と今後の職場運営の進め
方が明確化できるとした上で、①
経営戦略概論（基本概念の理解、
策定アプローチの理解）、②経営
理念・経営ビジョンの確認、経営
環境分析、部門戦略テーマの検討、
③競争環境分析（５フォースモデ
ルによる競争環境の分析）、④事
業ドメインと部門戦略目標の設定

（事業ドメインの検討、部門戦略
目標の設定）、⑤ビジネスモデル
の検討、⑥行動計画の策定につい

て講義し、受講者は事前課題と研
修当日のグループ演習を通じて意
見交換をしながら理解を深めた。
最後に、策定した部門戦略を各々
全体で発表した。

■管理職基礎コース
　10月３日（金）、44名が参加して
富山経協・研修室で開催した。本
コースは、６月24日（火）・25日（水）
の２日間研修に続き、第３日目の
カリキュラムとなる。はじめに、
６月の研修後、自社の課題につい
て7月〜 9月の３か月の間、職場
で実践した内容をグループ内で共
有し、受講者８名の好事例を全体
発表して共有した。
　続いて講師の（公財）日本生産性

本部 主任経営コンサルタント鶴
見誠勇氏は、①組織力強化のマネ
ジメント、②変革と推進のリー
ダーシップについて具体的事例を
交えて解説し、グループディス
カッションでは活発な議論が行わ
れた。特に部下育成について心理
的安全性が重要であることを確認
した上で、目標やモチベーション
の高さにも影響を与えることを学
んだ。さらに部下指導のあり方や
部下とのコミュニケーションを検

討した。最後に講師から、これか
らの時代に対する心構えについて
まとめがあり、３日間の全日程を
終了した。

講座・セミナー



講座・セミナー

■女性社員スキルアップセミナー
　８月20日（水）に46名、21日（木）
に18名が参加して、富山経協 ･ 研
修室及びタワー 111ビル２階会議
室２で開催した。
　本セミナーは、女性中堅社員と
しての自覚を高め、職場における
リーダーシップを発揮するための
コミュニケーションスキルの習
得、長く働き続けるための実務・
キャリアの向上を目的に毎年開催

している。
　講師の㈱コトノハ代表 廣川奈
美子氏は、「言語化」をキーワード
に、①コミュニケーションスキル

（話す、傾聴）のポイント、②自己
理解とキャリアデザイン（自己分
析、これからの働き方）について、
自身の経験を紹介しながら解説し
た。キャリアデザインでは、自分
自身を棚卸しし、自己肯定感を高
めるため、これまでの自身の成功

体験を振り返り、４人編成のグ
ループでディスカッション形式を
多く取り入れながら学んだ。

共　　 通

　このセミナーを受講し、特に心
に残った学びが３つあります。
　１つ目は、コミュニケーション
の大切さです。仕事において「報
連相」は欠かせませんが、それを
円滑にするためには、普段からの
コミュニケーションが土台になる
と学びました。業務の効率化やミ
スの防止、仕事のやりやすさに繋
がります。挨拶や感謝もコミュニ
ケーションの一部です。つい照れ
くささや面倒くささから言わずに
終わらせてしまうこともあります
が、今後は意識的に言葉にしてい
こうと思います。

　２つ目は、傾聴の重要性です。
ワークでは、聴き手役が話し手役
にインタビューし、オブザーバー
役が聴き手の様子を観察しまし
た。普段は話し手に注目しがちで
すが、聴き手に視点を当てること
は新鮮でした。頷き方や質問の仕
方に対してフィードバックを受け
ることで、聴き方の姿勢が相手に
与える影響を実感しました。上手
に話を聴くことで信頼感を与え、
相手にとっても仕事が進めやすく
なります。態度や表情に気を配り、
話しやすい雰囲気づくりを心がけ
たいです。

　３つ目は、自己理解です。グルー
プで「人生すごろく」を行い、小学
校時代からの経験を振り返りまし
た。好きだった教科や思い出の行
事を語り合いながら、共感したり、
自分の歩みを見つめ直したりしま
した。その中で、自分の強みや自
分らしさが現在にどう結びついて
いるのかに気付くことができまし
た。ゲーム感覚で楽しく取り組め
た一方で、深い自己理解にもつな
がる有意義な時間でした。
　初対面で業種や経験も異なる
方々とのグループワークだからこ
そ、自分自身を客観的に見つめ直
すことができました。日常では忘
れがちな大切な視点を思い出し、
日頃の言動や態度を振り返る機会
となりました。今回の学びをこれ
からも思い返し、スキルアップに
繋げていきたいと思います。

「女性社員スキルアップセミナー」
　　　　　　　　　　を受講して

株式会社ユニゾーン
管理部管理課 山本　妃菜

■第１回職場リーダー実践コース
　10月７日（火）・８日（水）、56名
が参加して、タワー 111ビル４階
ギャラリーで開催した。
　講師の（公財）日本生産性本部 
経営コンサルタトの澤倉光仁郎氏
が、企業や組織をとりまく環境変
化への対応力強化の必要性とその
中で職場リーダーの果たすべき役
割について講義し、活発な意見交

換を通して理解を深めた。この中
で、①目標の達成に導く実践的な
展開方法（ＰＤＣＡ手法）を修得す
ること、②職場リーダーとしての
リーダーシップと部下の性格等に
応じた育成の考え方・スキルを身
につけること、③部下育成技術と
しての交流分析やコーチング技法
に関する理解と実践力を強化する
こと、④メンタルヘルスを推進す

る上でのリーダーシップ発揮の要
点と方法について学んだ。



労 務 管 理

■なぜなぜ分析活用セミナー
　＜ブラッシュアップコース＞
　８月28日（木）、21社41名が参加
して、富山経協・研修室で開催し
た。
　本セミナーは、「なぜなぜ分析」
を活用しているがうまく使いこな
せていない実務者を対象に、うま
く活用できない原因を理解し、よ
り高いレベルで活用していくため
のポイントを学ぶとともに、演習
を通したブラッシュアップを図
り、自身のスキルアップだけでな

く、職場メンバーの育成に繋げる
ことも狙いとしている。
　講師の（一社）中部産業連盟 執
行理事・主席コンサルタント 山
口郁睦氏は、「なぜなぜ分析」は
進める前さばきが重要であるし、
テーマと事象の明確化や分析対象
の絞り込みなど展開前のポイント
を解説した。その上で、簡潔な表
現にする、憶測が入らない表現に
する、因果関係が成立しているか
を確認するなど、展開する際のポ
イントを解説した。

　最後に、受講者が共通認識でき
る身近な事例を用いて、講義で学
んだ内容を活かしながら、チェッ
クシートを用いたグループ演習で
展開方法を学んだ。

■ ISO14001内部監査員養成講座
＜９月開催＞

　９月９日（火）・10日（水）の２日
間にわたり、11社47名が参加して
富山経協・研修室で開催した。
　講師はインターテック ･ サー
ティフィケーション㈱研修部 船
井勲氏が担当し、１日目は内部監
査を行う上で必要な監査規格を学
ぶ座学を中心に行われた。２日目

は、監査の発見事項に対する適不
適をグループで判断することや、
監査を受ける側と審査側に分かれ
てロールプレイングを行うなどグ
ループディスカッションを中心
に、実際の内部監査を想定し効果
的な手順・方法で内部監査のポイ
ントついて学んだ。最後に修了試
験を行い、受講者全員が無事修了
証を手にした。

■労働法実務講座（第２回）
　９月11日（木）に「2025年６月改
正労働施策総合推進法・女性活躍
推進法のポイント〜女性活躍のさ
らなる推進及び職場におけるハラ
スメント対策の強化〜」と題して、
会場12名、オンライン９名の計21
名が参加して、富山経協・研修室
で開催した。
　講師の第一芙蓉法律事務所の木
下潮音弁護士は冒頭、2001年9月
11日に発生したアメリカ同時多発
テロ事件の際の実例をもとに、海
外赴任のリスクマネジメントにつ
いて話した。
　その後、2015年に安倍政権によ

り女性活躍推進法が成立したが、
女性活躍の更なる推進が求められ
ていることや、職場におけるハラ
スメントはあってはならないこと
であり、カスタマーハラスメント
や就活生に対するセクシャルハラ
スメントが社会的に問題となって
おり、更なる対策強化が求められ
ているとし、カスタマーハラスメ
ントやセクシャルハラスメントに
関する企業責任について、実際の
判決や事件などを元に説明した。
　また、女性活躍推進法の改正に
より、従業員数301人以上の企業
に公表が義務付けられていた男女
間賃金差異について、101人以上

の企業に公表義務が拡大されると
ともに、新たに女性管理職比率に
ついても101人以上の企業に公表
が義務付けられたとの説明があっ
た。
　受講者からのアンケートでは、
良い評価をいただくなど、有意義
な講義であった。



講座・セミナー

■労務管理実務講座
　10月１日（水）、全５回シリーズ
の第１回目を、受講者13名（会場
２名、オンライン11名）が参加し
て富山経協・研修室で行い、11月
26日（水）まで隔週で開催する。
　第１回目は、講師の島崎裕美子
社会保険労務士が「企業経営にお
ける労務管理」と題して、①労務
管理に関連する法律、②就業規則
等の整備、③労務経営管理の懸案

事項－法改正情報－について、分
かりやすく解説した。
　第２回目（10月15日㈬）、第３回
目（10月29日㈬）は、島崎講師が「労
災・雇用保険実務にかかる諸問
題」、「社会保険にかかる諸問題」
と題して､ 改正点や留意点につい
て解説する予定となっている。
　第４回目（11月12日㈬）、第５回
目（11月26日㈬）は、作井法律事務
所 古木達也弁護士が「労務管理上

のトラブル防止」について「その
１」「その２」として解説する予定
となっている。

■「ＩＥ手法」による
　　生産現場の改善セミナー
　９月５日（金）、来場21名・オン
ライン11名の計32名が参加して、
富山経協・研修室で開催した。
　講師の㈱日本能率協会コンサル
ティング チーフ・コンサルタン
トの大塚寛弘氏は、ＩＥとは職場
における「ムダ・ムラ・ムリ」を省
き、楽に・早く・適時・適量を・

安く・よい品質の製品やサービス
を提供することを助ける技術であ
るとした上で、改善の４原則（Ｅ
ＣＲＳ）や動作経済の原則など、
ムダの発見と排除の考え方につい
て講義した。また、ＩＥ手法を用
いた改善の進め方の基礎として、

「稼動分析」、「作業分析」、「連合
作業分析」、「段取り替え改善」に
ついて、演習を通じて理解し、ム

ダの分析と改善の進め方など改善
のポイントを学んだ。

生 産 管 理

■ 代表者の変更（窓口代表者）
三進運送株式会社
　代表取締役　　　向　祐一朗（前：谷内田泰治）
株式会社ナチベアリング製造
　代表取締役　　　宮谷内初雄（前：高田和宏）
日本カーボンエンジニアリング株式会社
　代表取締役社長　專甫　裕一（前：香山豊彦）

日本生命保険相互会社富山支社
　支社長　　　　　松平　好治（前：中嶋　徹）

■ 役職位の変更（窓口代表者）
伏木海陸運送株式会社
　取締役会長　大門　督幸（前：代表取締役社長）

会 員 の 動 き
（50音順）（敬称略）

■人事労務管理セミナー
　８月19日（火）、15社19名が参加
して、富山経協・研修室において

「自社の人事制度・運用分析セミ
ナー」と題して開催した。
　講師の（公財）日本生産性本部雇
用システム研究センター研究主幹 
村上和成氏は、人事制度とは、社
員が仕事を通して最大限に能力を
発揮して業績貢献を目指す仕組み

であり、会社における居場所を決
める「資格制度」、仕事・評価基準
に基づいて行われる「人事評価制
度」、その結果としての「賃金制度」
の３つの主要なシステムから成り
立っているとの説明があった。
　隣席同士での人事制度に関する
意見交換や、講師から受講者への
質問などを交えながら、質疑応答
においても積極的に多くの質問が

なされるなど非常に有意義なセミ
ナーであった。
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表紙の花
ローゼルソウの果実

（富山県中央植物園 園長 中田政司）

肥厚した萼をハイビスカス・ティーに
　ローゼルソウ、またはローゼルという名前に
馴染みはないかもしれませんが、これを原料と
するハイビスカス・ティーという名前は聞いた
ことがあるのではないでしょうか。
　ローゼルソウはアオイ科の植物で、フヨウや
オクラと花の形が似ています（写真）。ハイビ
スカス・ティーに用いられるのは、花が終わっ
た後の、萼や苞が厚く肥大して真っ赤になった
部分です。
　このまま生食したり、ジャムやゼリーに加工
したりもできますが、タネのある中の子房を除
去して熱湯を注ぐと真っ赤なホット・ハイビス
カス・ティーに、それを氷で冷やすとアイス・
ハイビスカス・ティーが出来上がります。
クレオパトラのサプリメント
　ハイビスカス・ティーの鮮やかな赤色は、抗

酸化物質ポリフェノールの一種であるアントシ
アニン色素の色で、体内で悪さをする「活性酸
素」の生成を抑える効果があるといわれます。
ビタミン、ミネラル、クエン酸が豊富で美容と
健康に良いとされ、カリウムも多く含むため利
尿作用があり、むくみや肌荒れ改善にも良いと
いわれます。このため、収穫した萼を乾燥させ
たものは、ハーブティーのハイビスカスとして
販売されています。
　古代インドやエジプトでは、王族が不老長寿
の秘薬としていたという話があり、かのクレオ
パトラも愛用していたと伝えられています。
「絶世の美女」の美容と
健康のサプリメントだった
のかもしれません。

▲

ローゼルソウの花

TEL 076-442-6900

富山事務所
〒930-0857　富山市奥田新町 8-1　ボルファートとやま 10階
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おしらせおしらせ
7月 日（金）11 東部地区会員懇談会

場　所 ： ホテルグランミラージュ ２階 天翔の間
16:00～17:30

17:40～19:00

「『組織』と『従業員』を守るカスハラ対策 」

魚津市吉島１－１－２０
電話(0765)24-4411（ ）

懇親会

懇親会 ：
講　師　株式会社マネジメントサポート
テーマ

代表取締役　古谷　治子　氏

事　業　予　定

2025年 10月16日～12月15日 詳しくはホームページ（https://www.toyama-keikyo.jp/）
「講座・セミナー案内」をご覧ください。 ＝オンライン併用開催ＯＬ

開　催　日 時　間 事　　　　　業　　　　　名 委員会名 場　　　　所

会

　
　
　
　
　

議

11月  7日（金） 16:00～19:00 東部地区会員懇談会　　上記おしらせ参照 ホテルグランミラージュ
11月14日（金） 14:00～17:40 経営企画・ＩＴ委員会「定例委員会」 経営企画･ＩＴ 富山地方鉄道㈱
11月17日（月） 13:30～15:00 教育委員会「幹事会」 教　　育 タワー111ビル2階研修室
11月17日（月） 15:00～16:30 人事・労務政策委員会「幹事会」 人事･労務政策 タワー111ビル2階会議室2
11月18日（火） 16:00～17:00 品質管理委員会「幹事会」 品質管理 タワー111ビル2階会議室2
11月26日（水） 16:00～17:00 環境委員会「幹事会」 環　　境 タワー111ビル2階研修室

12月  5日（金） 14:00～17:45 品質管理委員会
「定例委員会・講演会・グループディスカッション」品質管理

富山経協・研修室
タワー111ビル 3階スカイホール

12月  9日（火） 14:00～17:00 教育委員会「定例委員会」 教　　育 富山経協・研修室
12月  9日（火） 16:30～17:30 総務交流委員会「定例委員会」 総務交流 富山電気ビル
12月11日（木） 15:00～17:10 環境委員会「事例発表会・定例委員会」 環　　境 富山経協・研修室
12月12日（金） 15:00～17:30 人事・労務政策委員会「定例委員会」 人事･労務政策 富山経協・研修室

流
交
員
会
11月13日（木） 18:30～  　　 会員交流ボウリング大会 総務交流 富山地鉄ゴールデンボウル

見 

学 

会

10月20日（月）～ 21日（火） 環境委員会「県外企業見学研修会」 環　　境 パナソニック㈱草津工場
北陸電力㈱敦賀火力発電所

10月27日（月） 13:00～17:30 総務交流委員会「施設見学会」 総務交流 有峰ダム

講
　  

座
　
・
　
セ
　
ミ
　
ナ
　

10月16日（木）・30日（木）
11月  6日（木）・27日（木） 9:00～17:00 実践しながら学ぶ統計的手法活用講座 品質管理 富山経協・研修室

タワー111ビル2階会議室1
10月21日（火）・22日（水） 9:30～16:30 管理職中級ステップアップコース 教　　育 富山経協・研修室
10月23日（木） 9:30～16:30 改善力セミナー・基礎編 教　　育 富山経協・研修室
10月23日（木） 9:30～16:30 ヒューマンエラー未然防止セミナー【追加開催】 品質管理 タワー111ビル4階ギャラリー
10月24日（金） 9:30～16:30 ものづくり女性社員のための改善力向上セミナー 品質管理 富山経協・研修室
10月28日（火）
11月11日（火）・25日（火）
12月  9日（火）

9:30～17:00 品質・生産性向上のための課題解決支援研修 品質管理 現場実習先企業
富山経協・研修室

10月29日（水）
11月12日（水）・26日（水）13:30～16:00 労務管理実務講座 人事･労務政策 富山経協・研修室

11月  4日（火）・   5日（水） 9:30～16:30 ISO9001内部監査員養成講座 品質管理 富山経協・研修室
11月18日（火） 9:30～17:00 若手社員実践コース【Ａ日程】 教　　育 富山経協・研修室
11月19日（水） 9:30～17:00 若手社員実践コース【Ｂ日程】 教　　育 富山経協・研修室
11月20日（木） 13:30～16:00 労働法実務講座<第３回> 人事･労務政策 富山経協・研修室
11月21日（金） 9:30～16:30 変化点管理の考え方・進め方セミナー 品質管理 富山経協・研修室
12月  2日（火） 13:00～17:00 タイムマネジメント研修 教　　育 富山経協・研修室
12月  4日（木） 9:30～16:30 ５Ｓと目で見る管理実践セミナー 品質管理 富山経協・研修室
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ＯＬ

ＯＬ
ＯＬ

ＯＬ

ＯＬ

ＯＬ
ＯＬ




